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 本県議会の鈴木俊広議長が、平成３０年１２月定例会において全会一致で可決された平成３０年７月豪雨

災害関連の意見書を、次のとおり関係省庁に提出し、要望事項の早期の実現や一層の国の支援について要請

を行いました。 

 

１ 内閣府（山本順三内閣府特命担当大臣（防災）） 

（１）提出した意見書  平成３０年７月豪雨災害からの復旧・復興に関する意見書 

（２）日時       平成３０年１２月１８日（火）１３時～１３時４０分 

（３）場所       内閣府８号館１０階防災担当大臣室 

（４）意見書について 

    提出した意見書は、７月豪雨災害に対応し本県議会が設置した「愛媛県議会平成 30 年 7 月豪雨復

興支援対策本部」の活動の一環として、正副議長、同対策本部役員会のメンバー及び地元議員が被災

自治体から直接、要望聴取を行い、その要望事項や意見等も踏まえ、同対策本部役員会においてとり

まとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （山本防災担当大臣と鈴木議長）                 （要請事項の説明） 

 

２ 文部科学省（藤原誠事務次官） 

（１）提出した意見書  西予市給食センターの再建に必要な対応を求める意見書 

（２）日時       平成３０年１２月１８日（火）１４時～１４時１５分 

（３）場所       文部科学省７号館１１階事務次官室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （藤原事務次官と鈴木議長）                 （要請事項の説明） 
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